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◇ 本計画書において、単に「計画」または「本計画」と記載している個所は、 

「地域福祉計画と地域福祉活動計画の両計画」を表しています。 

   

◇ ※を付した用語については、計画書の巻末に用語説明があります。 

「障害（がい）」の表記について 

本計画では、「障害」を「障がい」と表記することとします。 

ただし、法令、条例や制度のほか、施設、法人、団体などの名称が「障害」となってい

る場合や、引用している資料で「障害」となっている場合については、「障害」と表記し

ています。 

 


